
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

（
参
照
法
令
一
覧
）
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‥
‥

○
計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）
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‥
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‥
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○
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）
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‥
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‥
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‥
‥
‥
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‥
‥
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‥
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‥
‥

○
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

4
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○
計
量
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

（
検
定
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
条

法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
ご
と
に

当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
八
十
四
条
第
一
項
（
法
第
八
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
表
示
が
付
さ
れ
た
特
定
計
量
器
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第

三
百
二
十
九
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
で
定
め
る
特
定
計
量
器
で
あ
っ
て
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て
か
ら
法
第
七
十
一
条
第
二

項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
表
示
が
付
さ
れ
、
か
つ
、
同
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て
か
ら
法
第
七
十
一

条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
二
に
掲
げ
る
金
額

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の

同
表
に
掲
げ
る
金
額

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

同
一
の
構
造
を
有
す
る
も
の
ご
と
に
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
金
額
と
別
表
第
二
に
掲
げ
る
金
額
に
検
定
を
受
け
る
特
定
計
量

器
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額

（
型
式
の
承
認
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
四
条

法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
勘
案
し
て
、
同
表
に
掲
げ
る
金
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
四
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

特

定

計

量

器

一
件
に
つ
い
て
の
金
額

一
～
十
三

（
略
）

（
略
）

十
四

振
動
レ
ベ
ル
計

七
十
二
万
七
千
三
百
円

十
五
・
十
六

（
略
）

（
略
）

備
考

上
欄
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
（
第
一
号
、
第
二
号
イ

及
び

、
第
五
号
イ

、
ロ
、
ハ
及
び
ニ

、
第
七
号
イ
、
第
八
号
、
第
十
三
号
並
び
に
第
十
五
号

(1)

(3)

(1)

(1)

イ
か
ら
ト
ま
で
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
基
づ
き
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

放
射
無
線
周
波
電
磁
界
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

十
二
万
千
三
百
円

二

無
線
周
波
電
磁
界
に
よ
っ
て
誘
導
す
る
伝
導
妨
害
に
対
す
る
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

五
万
四
千
四
百
円

三

サ
ー
ジ
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験

三
万
八
千
六
百
円

四

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
制
御
の
電
子
装
置
の
追
加
要
件
試
験

八
万
二
千
七
百
円

○
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
計
量
器
」
と
は
、
計
量
を
す
る
た
め
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置
を
い
い
、
「
特
定
計
量
器
」
と
は
、
取
引
若
し
く
は
証
明
に
お
け
る
計
量
に
使

用
さ
れ
、
又
は
主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
計
量
器
の
う
ち
、
適
正
な
計
量
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
構
造
又
は
器
差
に
係
る
基
準
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

５
～
８

（
略
）

（
使
用
の
制
限
）

第
十
六
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
（
船
舶
の
喫
水
に
よ
り
積
載
し
た
貨
物
の
質
量
の
計
量
を
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
船
舶
及
び
政
令
で
定
め
る
特
定
計
量
器

を
除
く
。
）
は
、
取
引
又
は
証
明
に
お
け
る
法
定
計
量
単
位
に
よ
る
計
量
（
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
物
象
の
状
態
の
量
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
第
六

条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
計
量
単
位
に
よ
る
計
量
を
含
む
。
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
使
用
し
、
又
は
使

用
に
供
す
る
た
め
に
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
以
外
の
特
定
計
量
器

イ

経
済
産
業
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
者
（
以
下
「
指
定
検
定
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
検
定
を
受

け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
と
し
て
第
七
十
二
条
第
一
項
の
検
定
証
印
が
付
さ
れ
て
い
る
特
定
計
量
器

ロ

（
略
）

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
検
定
の
申
請
）

第
七
十
条

特
定
計
量
器
に
つ
い
て
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
検
定
（
以
下
単
に
「
検
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、

経
済
産
業
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
又
は
指
定
検
定
機
関
に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
格
条
件
）

第
七
十
一
条

検
定
を
行
っ
た
特
定
計
量
器
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
と
き
は
、
合
格
と
す
る
。

一

そ
の
構
造
（
性
能
及
び
材
料
の
性
質
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

そ
の
器
差
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
検
定
公
差
を
超
え
な
い
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

（
製
造
事
業
者
に
係
る
型
式
の
承
認
）

第
七
十
六
条

届
出
製
造
事
業
者
は
、
そ
の
製
造
す
る
特
定
計
量
器
の
型
式
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
の
承

認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

（
輸
入
事
業
者
に
係
る
型
式
の
承
認
等
）

第
八
十
一
条

特
定
計
量
器
の
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
輸
入
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
輸
入
す
る
特
定
計
量
器
の
型
式
に
つ
い
て
、
第
七
十
六
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

（
表
示
）

第
八
十
四
条

承
認
製
造
事
業
者
又
は
承
認
輸
入
事
業
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
型
式
に
属
す
る
特
定
計
量
器
（
第
八
十
条
た
だ
し
書
又
は
第
八
十
二
条
た
だ
し
書
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
製
造
さ
れ
、
又
は
販
売
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
表
示
を

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

（
外
国
製
造
事
業
者
に
係
る
型
式
の
承
認
等
）

第
八
十
九
条

外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
特
定
計
量
器
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
外
国
製
造
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
特
定
計
量
器
の
型
式
に

つ
い
て
、
第
七
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）
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（
手
数
料
）

第
百
五
十
八
条

次
に
掲
げ
る
者
（
経
済
産
業
大
臣
、
研
究
所
、
機
構
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
に
対
し
て
手
続
を
行
お
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し

て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
特
定
市
町
村
の
長
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
、
指
定
定

期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
又
は
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
が
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
用
い
る
計
量
器
に
つ
い
て
基
準
器

検
査
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

二

検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
・
四

（
略
）

五

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
八
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
七
十
八
条
第
一
項
（
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十

九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
試
験
に
合
格
し
た
特
定
計
量
器
の
型
式
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）

六
～
十
七

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
研
究
所
が
処
理
す
る
事
務
）

第
百
六
十
八
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
研
究
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
検
定
に
関
す
る
事
務
（
指
定
検
定
機
関
の
指
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二
～
四

（
略
）

五

第
五
章
第
二
節
（
第
八
十
六
条
及
び
第
八
十
八
条
（
第
八
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
型
式
の
承
認
に
関
す

る
事
務

六
～
九

（
略
）

○
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
特
定
計
量
器
）

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
計
量
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

十
六

振
動
レ
ベ
ル
計
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十
七
・
十
八

（
略
）


